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２８ 食品衛生施設数及び監視指導数（２－２）

　注１．卵別包装業は、平成 13 年 10 月 1 日から対象

　注２． 平成 13 年 10 月 1 日から対象となった液卵製造業は、食品製造業等取締条例に規定する営業の製

造業に含む。

　資料：健康安全室健康安全課

業　　　　　　　　種 前 期 末 数 許 可 廃 止 今 期 末 数
監 視

指 導 数

み そ 製 造 業

し ょ う 油 製 造 業

ソ ー ス 類 製 造 業

酒 類 製 造 業

豆 腐 製 造 業

納 豆 製 造 業

め ん 類 製 造 業

そ う 菜 製 造 業

かん詰又はびん詰食品製造業

添 加 物 製 造 業

食 品 製 造 業 等 取 締 条 例 に

規 定 す る 営 業

行 商

製 造 業

食 料 品 等 販 売 業

卵 選 別 包 装 業

給 食 施 設

食 品 衛 生 法 施 行 細 則 第 16 条

に 規 定 す る 届 出 業 種 等

食 品 製 造 業

食 品 販 売 業

食 器 具 容 器 包 装 及 び

お も ち ゃ の 製 造 販 売 業

添 加 物 の 製 造 販 売 業

乳 さ く 取 業

東 京 都 ふ ぐ の 取 扱 い 規 制

条 例 に 規 定 す る 営 業
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( 平成 19 年度第３四半期分）




